
函館市立中学校等部活動地域支援者活用事業実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，函館市立の中学校，義務教育学校（後期課程）お

よび高等学校（以下「中学校等」という。）の部活動における指導体

制の充実および部活動顧問を担う教員の負担軽減を図るため，専門的

な技術指導等の部活動支援を行う部活動地域支援者（以下「支援者」

という。）の活用に関し，必要な事項を定めるものとする。  

（支援者の要件および位置付け） 

第２条 支援者は，部活動支援を行う種目における指導資格，審判資格

等を有する者，これらの資格取得を目指す者またはこれらに準ずる知

識および経験を有する者とする。 

２ 支援者は，函館市教育委員会（以下「教育委員会」という。）の依

頼に基づき，配置校の学校長およびその監督下にある顧問教員等と連

携して，部活動の支援を行うものとする。 

（支援者を配置できる部活動） 

第３条 支援者の配置対象となる部活動は，当該部活動の種目，部員数，

顧問教員の専門的知識または指導経験の有無等にかかわらず，函館市

立学校に係る部活動の方針（以下「部活動方針」という。）に則して

運営される部活動とする。 

２ 支援者は，部活動ごとに配置するものとし，同一の部活動に複数人

配置することを妨げない。 

（支援者の配置） 

第４条 支援者の配置を希望する学校長は，第２条第１項の要件を満た

す者のうちから候補者を指名の上，別記第１号様式の部活動地域支援

者配置希望調書を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は，前項の希望調書の提出があったときは，予算の範囲

内において支援者の配置の可否および部活動ごとの活用回数の配分を

決定し，学校長に通知するとともに，当該支援者に配置校での部活動

支援を依頼するものとする。 



（支援者の活用） 

第５条 配置校の学校長は，前条第２項の規定により通知された活用回

数（複数の部活動に配分された場合にあっては，それらを合算した

回数）の範囲内において，必要に応じて部活動ごとの活用回数を調

整した上で，支援者による部活動支援を依頼することができる。  

２ 支援者による部活動支援は，部活動方針に規定する１日の活動時間

を上限に行うものとする。 

（支援者への謝礼金） 

第６条 支援者への謝礼金（通勤費を含む。）は，前条第１項の依頼に

応じて行った部活動支援１回につき２，０００円とし，その支払は，

１か月ごとに行うものとする。 

２ 配置校の学校長は，支援者ごとの活用回数の実績を毎月集計し，翌

月５日までに，別に定める活用実績報告書により教育委員会に報告

するものとする。 

３ 謝礼金の支給対象となる部活動支援は，第４条第２項の規定により

支援者の配置を決定した当該部活動における支援に限るものとする。  

（保険の加入） 

第７条 支援者は，部活動支援中および部活動支援に伴う移動中の事故，

災害等に対応するため，傷害保険および賠償責任保険に加入するも

のとし，費用の負担および手続等は，教育委員会が行うものとする。 

（留意事項） 

第８条 配置校の学校長は，支援者の活用にあたり，次の各号に掲げる

事項について十分留意するものとする。 

(1) 部活動は学校の教育活動の一環であることから，管理職，顧問教

員および支援者は打ち合わせ等を十分に行い，学校の教育目標や経

営方針に基づいた指導となるよう共通理解を図ること。  

(2) 支援者は，技術の向上だけでなく，生徒指導や礼儀，人間関係の

醸成等についても指導を行うことができること。  

(3) 支援者は，学校の指導方針に則り顧問教員を補佐するものであり，

部活動顧問を担うことはできないこと。 



(4) 原則として，顧問教員が不在の場合は，支援者のみで指導を行わ

ないものとすること。 

(5) 支援者は，有償ボランティアとして部活動支援を行うものであり，

第５条第１項の学校長からの依頼に対する諾否の自由を有すること。  

(6) 第４条第２項の規定により決定した学校ごとの活用回数を超えて

支援者が部活動支援を行うときは，無償ボランティアとして扱い，

謝礼金の支給対象外とすること。 

（人材バンクの設置） 

第９条 教育委員会は，支援者の人材確保を図るため，支援者として部

活動支援を行う意思のある者を募集し，その情報を登録する函館市立

中学校等部活動地域支援者人材バンクを設置する。  

２ 前項の人材バンクの設置に関し必要な事項は，教育長が別に定める。  

（その他） 

第10条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は教育長が別に定め

る。 

附 則 

この要綱は，平成２８年４月２０日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和２年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和３年４月１日から施行する。 

附 則 

この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 

 



別記第１号様式（第４条関係） 

 

部活動地域支援者配置希望調書  

 

年  月  日 

 

函館市教育委員会 様 

 

学校名             

校長名             

 

次のとおり，部活動地域支援者の配置を希望します。 

 

配置希望 

支援者氏名 部活動名 
活用見込回数
（年間） 

①   回 

②   回 

③   回 

④   回 

⑤   回 

支援者① 

氏 名  生年月日  

住 所  

電話番号  

指導資格，指導歴等  

支援者② 

氏 名  生年月日  

住 所  

電話番号  

指導資格，指導歴等  

支援者③ 

氏 名  生年月日  

住 所  

電話番号  

指導資格，指導歴等  

支援者④ 

氏 名  生年月日  

住 所  

電話番号  

指導資格，指導歴等  

支援者⑤ 

氏 名  生年月日  

住 所  

電話番号  

指導資格，指導歴等  

 


